
 
令和５年度人権教育指導者中央研修会（R５.7.20）において、喫緊の課題として次の２点が取り上げら

れております。引き続き、校内研修や学習会等でのご利用をお願いいたします。 
 
（１）性的マイノリティに関する偏見や差別について                  
○茨城県男女共同参画推進条例の改正  （平成 31 年４月１日施行） 
○いばらきパートナーシップ宣誓制度の創設  （令和元年７月） 
○教育情報ネットワーク内に教職員研修や授業等で活用できる資料等を掲載  
○性的マイノリティに関する相談窓口の活用（左記 QR コード参照） 

 
（２）こどもの人権を守ろうについて 
○こども基本法 （令和５年４月１日施行） 

   ・全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども施策を総合
的に推進することを定めた法律 
・基本理念として、子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）の４つの原則に相当する内容を規定 

 

 

 ◆夢を育み 明日が待たれる 魅力ある学校づくり◆   

 
 

 
「学校や地域、家庭が一体となって子どもを育てるコミュニティ・スク

ールの質の向上」を目指し、『地域とともにある学校づくり推進フォーラム

2023 茨城』（R5.7.15）が茨城県庁講堂で開催されました。開会式で

は、永岡桂子文部科学大臣（当時）は、「現代の子どもたちは予測困難

な時代を生き抜いていかなければならない。持続可能な社会の担い手

の育成と、日本社会に根差したウェルビーイングの実現へコミュニティ・

スクールは重要」と述べられていました。フォーラムでは、有識者による座

談会や牛久市教育委員会、牛久南中学校、水戸市教育委員会の事例

発表がありました。当日の動画や資料等については、文科省 HP（下記

QR コード・URL）に掲載されておりますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
【相談窓口】 

 

 

 

 

 

 

茨城県県北教育事務所 
令和５年10月６日（金） 

第 ９ 号 

電話 0294－34－0774 

FAX  0294－32－0006 

E-mail hokukyo@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 

【７/１５ 推進フォーラム２０２３茨城  於：県庁講堂】 

【文科省 HP 学校と地域でつくる学びの未来】 https://manabi-mirai.mext.go.jp/ 

発表事例（牛久市コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進）  

『私たちの通学路を華やかにしたい、地域の皆さんと一
緒にお花を育てる活動をしてはどうか』という児童の願い
から始まったプロジェクトです。協力してくれる里親を募集
したところ、民家や郵便局、介護施設など 15 件が応じてく
れました。里親となった地域住民と交流を図りながらプラン
ターを設置。今後は冬の花に植え替えるなどしてこの取組
を継続します。児童と地域とのつながりを通して、地域への
愛着心を高めています。 


